
 

意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果 

施 策 案 の 名 称 第三次取手市男女共同参画計画(案) 

意 見 募 集 期 間 平成２８年１２月１日から平成２８年１２月３１日まで 

意 見 提 出 者 数        ３人 

提 出 意 見 数        13件 

意 見 項 目 数        13件 

意 見 提 出 の 内 訳 

直接窓口へ持参     １人    ４件 

郵     送     ０人    ０件 

フ ァ ク ス     １人    ７件 

電 子 メ ー ル     １人    ２件 

意 見 の 反 映 結 果 

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかる

ものを添付） 
５件 

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの ２件 

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの ０件 

Ｄ 案に反映できないもの １件 

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） ５件 

匿 名 等 に よ る 

意 見 提 出 者 数 
       ０人 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 

※類似の意見に対しては，まとめて市（実施機関）の考え方を掲載したものがある場合は，意見項

目数と一致しません 

※詳細は別紙のとおり 

 



提出された意見と市の考え方 
 

番

号 
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当 
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ジ 

意見 市（実施機関）の考え方 
反映

区分 

１ P2 下線の部分の意味が分からない。 

推進条例の第3条(1)男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けるこ

とがないこと、男女が個人としての能

力を発揮する機会が確保されること、

その他の男女の人権が尊重されるこ

とを配慮し、男女共同参画を推進しま

す。 

ここで使用している「その他の」は

法令用語です。 

「その他の」の前に書かれている部

分は後に書かれている部分の例示と

なります。 

この条文では「男女の人権が尊重さ

れることを配慮する」ことの具体例

が「男女の個人としての尊厳が重ん

ぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けることがないこ

と、男女が個人としての能力を発揮

する機会が確保されること」となり

ます。 

Ｄ 

２ P４ 下線の計画はいつの計画かわからな

い。 

４．計画策定に当たっての基本的な視

点の1行目、前計画策定後の‥… 

第二次取手市男女共同参画計画のこ

とですので、下記のとおり修正しま

す。 

第二次取手市男女共同参画計画策定

後の‥‥ 

Ａ 

３ P12 配偶者等からの暴力に関する相談件

数のグラフで、相談件数と相談延件数

ですが、説明がなければ延件数の意味

がわかりません。上段のグラフのよう

に外に出した方がいいのでは？ 

延件数の説明を下記のとおり追加し

ます。 

 

※延件数‥･同じ人が同じ事案で複

数回相談に来られた時の件数を足し

上げたもの 

Ａ 

４ Ｐ20 がん検診率のグラフは凡例の順が上

下していて見にくかった。 

凡例をグラフの順に別紙１のとおり

修正します。 

Ａ 

５ Ｐ20 施策の基本方向(8)主な取組み内のゲ

ートキーパーは説明があったほうが

いい 

ゲートキーパーの説明を下記のとお

り追加します。 

 

※「ゲートキーパー」とは、自殺の

危険を示すサインに気づき、適切な

対応（悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて、必要な支援につ

なげ、見守る）を図ることができる

人のことで、言わば「命の門番」と

も位置付けられる人のことです。 

Ａ 

６ Ｐ29 施策の基本方向(16)主な取組みの「入

札参加資格条件に共同参画社会的貢

献度評価加点制度導入の検討」はぜひ

実行してほしい。 

 

 

 

ご意見として承ります。 Ｅ 



７ Ｐ29 

Ｐ30 

Ｐ44 

○a 取手市女性管理者の登用拡大、○b 審

議会委員、女性委員の拡大、○c 農業委

員会委員の女性参画 現状の案の考

えでは上記の女性の占める割合は拡

大出来ません。特に 

○a について、平成17(2005)年2月、取

手市発行 男女共同参画条例条文解

説 Ｐ18に「民間団体の模範となるべ

く市における積極的改善措置を努力

義務として定めました。」とあります。

同ページに書いてある様にクオータ

ー制を導入し、女性参入半数を義務付

けなければなりません。(女性の登用

について、当て職のみで構成されてい

る…という考えは理解できません。こ

れは男女差別です) 

○a 取手市女性管理者の登用拡大につ

いて 

・施策の基本方向(15)市役所におけ

る女性職員の登用・職域の拡大等積

極的改善措置の推進の中で取り組み

ます。 

・政策方針決定に係るプロジェクト

チーム等への女性職員の参画を進

め、経験を積むことで、今後のキャ

リア形成につなげてまいります。 

 

・取手市役所では、女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律 

（女性活躍推進法）に基づき、職員

の仕事と子育ての両立や、女性職員

のより一層の活躍を目的とした特定

事業主行動計画を策定しました。そ

の中で女性管理職の割合を「10%」に

する数値目標を設定し、取組を進め

ていきます。 

 

○b 審議会委員、女性委員の拡大につ

いて 

・施策の基本方向(14)「各審議会・

委員会等への女性の参画の拡大」及

び施策の基本方向(17) 「男女共同参

画推進のため女性リーダーの育成」

の中で取り組みます。 

・取手市の審議会等委員について、

一般公募委員枠を設定できる場合

は、男女比を考慮するよう庁内に働

きかけていきます。 

・審議会等は審議会の目的と合致し

た団体の代表が充て職として委員に

なることがあります。充て職イコー

ル男性という意識にならないために

施策の基本方向(16)「企業・団体・

自治会などにおける物事を決める場

所への女性の参画」を推進していき

ます。 

 

○c 農業委員会委員の女性参画につい

て 

 

・農業委員会等に関する法律第８条

第７項において、委員の任命に当た

っては、委員の年齢、性別等に著し

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



い偏りが生じないように配慮しなけ

ればならないとされておりますの

で、施策の基本方向(27)「活力のあ

る産業・農業等の実現に向けた男女

共同参画の推進」において、農業委

員会委員への女性の登用を進めま

す。 

    

８ Ｐ７ 

Ｐ17 

ｐ51 

ＬＧＢＴについて 

ＬＧＢＴを基本目標１．主要課題２に

位置づけるべきです。施策の基本方向

(５)障害者の自立した生活に続き「及

びＬＧＢＴの人々への差別や偏見を

解消するため啓発や相談調査を行う」

を挿入。 

ＬＧＢＴについては、基本目標１．

主要課題２．施策の基本方向（７)

ひとり親家庭など生活上の困難に直

面する人々への対応の具体的施策

「性的少数派に係る人々への対応」

において「性的指向や性同一性障害

を理由として困難な状況に置かれて

いる人々への差別や偏見に対する相

談・支援体制の整備」の中で推進し

ていきます。 

Ｂ 

９ P48～ 

P58 

施策内容の表記について、第二次計画

にもある「区分欄」を設け第二次計画

からの継続又は新規施策の別を記載

して下さい。 

別紙２のとおり修正いたします。 

別紙２で区分けしている「継続」と

は二次計画にある事業、又は二次計

画になくとも平成28年度までに継続

して実施している事業とし、「新規」

とは平成29年度から新規で実施する

事業とします。 

Ａ 

10 P48～ 

P58 

具体的な内容で担当課がわかりとて

も良い。 

ご意見として承ります。 Ｅ 

11  三次計画策定スケジュールでは、計画

(案)決定前に28年8月～9月計画の体

系及び施策の内容検討では？ 

第三次計画案策定の経過ですが、５

月からこれまでに男女共同参画審議

会を4回、部長級の庁内推進会議を２

回、関係課長級の庁内検討部会を６

回開催し、計画の体系及び施策の内

容を検討・協議した結果、計画案と

してまとめました。今回パブリック

コメントを実施しているのはその計

画案の内容になります。 

Ｅ 

12  年齢、障害、性別などにかかわらず、

すべての人に対する施策が検討され

ていて、取手市のますますの発展に期

待します。 

ご意見として承ります。 Ｅ 

13  少子高齢化、人口減少を食い止めるに

は、子育て世代の、既存住民への施策

(例えば、車利用が多い市民にとって

は駅前よりも駐車料金のかからない

他区の子育て支援センターや買い物

が便利)と共に、転入したくなるよう

な施策(例えば、電車通勤する世帯に

とっては駅前保育所または駅前送迎

ステーションが便利)等も併せて具体

ご意見として承ります。 

なお、市では平成28年3月に市の最上

位計画である「第六次取手市総合計

画とりで未来創造プラン2016」を策

定しました。その中では若年層の定

住化・子育て世代支援策の展開を重

点施策として位置付けております。 

Ｅ 



的施策として推進されると、成功事例

へとつながるのではないでしょうか。 

茨城県を代表する先進事例になるよ

う、これからを期待しています。 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，意

見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 
※ＬＧＢＴとは女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセクシュア

ル、Bisexual）、性同一性障害を含む性別越境者など（トランスジェンダー、Transgender）の人々を意味する頭

字語である 


